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議 案 参 考 資 料

（令和６年第１回定例会１月会議）

6月期 12月期 6月期 12月期

期末手当
1.20月
(支給済)

1.25月
(現行1.20月)

0.675月
0.70月

(現行0.675月)

勤勉手当
1.00月
(支給済)

1.05月
(現行1.00月)

0.475月
0.50月

(現行0.475月)

計 2.20月
2.30月

(現行2.20月)
1.15月

1.2月
(現行1.15月)

期末手当 1.225月 1.225月 0.6875月 0.6875月

勤勉手当 1.025月 1.025月 0.4875月 0.4875月

計 2.25月 2.25月 1.175月 1.175月

6月期 12月期

期末手当
1.25月
(支給済)

1.35月
(現行1.25月)

勤勉手当 ― ―

計 1.25月
1.35月

(現行1.25月)

期末手当 1.225月 1.225月

勤勉手当 1.025月 1.025月

計 2.25月 2.25月

（施行期日：公布の日。ただし、③⑥については令和６年４月１日）

（適用期日：①④については令和５年４月１日、②⑤については令和５年１２月１日）

【第４条関係】

⑥会計年度任用職員の勤勉手当の新設、期末勤勉手当の支給月を常勤職員と同じ月数に改定

令和5年度

令和6年度

会計年度任用職員

①国家公務員の行政職給料表（一）に準じ、給料表の改定(平均1.1％引上げ)

⑤会計年度任用職員の期末手当を0.1月分引上げ

【第３条関係】

④常勤職員に準じ、会計年度任用職員の給料表の改定

令和6年度

　③令和6年度以降については、6月及び12月の期末手当及び勤勉手当にそれぞれ配分
定年前再任用短時間勤務職員

（暫定再任用職員）

　

担当課（室）係

総務課　管理係

【第２条関係】

令和5年度

　　公務員給与と民間給与との格差を埋めるため、人事院勧告が行われました。また、国

　の取扱いとの均衡の観点から地方自治法の一部改正が行われ、令和６年４月１日からパー

②期末勤勉手当を0.1月分引上げ、令和5年度12月の期末・勤勉手当にそれぞれ0.05月分配分

１．議案名

議案第１号　職員の給与等に関する条例及び会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する
条例の一部を改正する条例制定について

２．背景・経過

　トタイム会計年度任用職員について勤勉手当の支給が可能となりました。

３．趣旨・目的

　人事院勧告及び地方自治法の一部改正に伴い、所要の改正を行おうとするものです。

４．概要

【第１条関係】

常勤職員
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0 

29
2,

40
0

33
8,

80
0 

37
7,

50
0

39
1,

30
0 

41
0,

60
0 

83
 

24
5,

60
0 

29
2,

70
0

33
9,

30
0 

37
8,

00
0

39
1,

60
0 

41
0,

90
0 

84
 

24
6,

00
0 

29
2,

90
0

33
9,

80
0 

37
8,

30
0

39
1,

80
0 

41
1,

10
0 

85
 

24
6,

40
0 

29
3,

20
0

34
0,

10
0 

37
8,

70
0

39
2,

00
0 

41
1,

30
0 

86
 

24
6,

80
0 

29
3,

50
0

34
0,

50
0 

37
9,

20
0

39
2,

30
0 

 
87

 
24

7,
20

0 
29

3,
80

0
34

1,
00

0 
37

9,
60

0
39

2,
60

0 
 

88
 

24
7,

60
0 

29
4,

10
0

34
1,

40
0 

38
0,

00
0

39
2,

80
0 

 
89

 
24

8,
00

0 
29

4,
40

0
34

1,
70

0 
38

0,
40

0
39

3,
00

0 
 

90
 

24
8,

50
0 

29
4,

80
0

34
2,

10
0 

38
0,

90
0

39
3,

30
0 

 
91

 
24

8,
80

0 
29

5,
10

0
34

2,
60

0 
38

1,
30

0
39

3,
60

0 
 

92
 

24
9,

10
0 

29
5,

50
0

34
3,

00
0 

38
1,

70
0

39
3,

80
0 

 
93

 
24

9,
40

0 
29

5,
70

0
34

3,
20

0 
38

2,
00

0
39

4,
00

0 
 

94
 

 2
95

,9
00

34
3,

60
0 

 
 

 
 

95
 

 
 2

96
,2

00
34

4,
10

0 
 

 
 

 
96

 
 

 2
96

,6
00

34
4,

50
0 

 
 

 
 

97
 

 
 2

96
,8

00
34

4,
70

0 
 

 
 

 
98

 
 

 2
97

,1
00

34
5,

10
0 

 
 

 
 

99
 

 
 2

97
,5

00
34

5,
50

0 
 

 
 

 
10

0 
 

 2
97

,9
00

34
5,

80
0 

 
 

 
 

10
1 

 
 2

98
,1

00
34

6,
10

0 
 

 
 

 
10

2 
 

 2
98

,4
00

34
6,

50
0 

 
 

 
 

10
3 

 
 2

98
,8

00
34

6,
90

0 
 

 
 

 

78
 

24
0,

00
0

29
0,

10
0 

33
6,

00
0

37
4,

30
0 

38
9,

20
0

40
8,

50
0

79
 

24
0,

70
0

29
0,

30
0 

33
6,

40
0

37
4,

90
0 

38
9,

50
0

40
8,

80
0

80
 

24
1,

20
0

29
0,

70
0 

33
6,

90
0

37
5,

40
0 

38
9,

80
0

40
9,

00
0

81
 

24
1,

70
0

29
0,

90
0 

33
7,

30
0

37
5,

90
0 

39
0,

00
0

40
9,

20
0

82
 

24
2,

30
0

29
1,

10
0 

33
7,

80
0

37
6,

50
0 

39
0,

30
0

40
9,

50
0

83
 

24
2,

90
0

29
1,

50
0 

33
8,

30
0

37
7,

00
0 

39
0,

60
0

40
9,

80
0

84
 

24
3,

40
0

29
1,

80
0 

33
8,

80
0

37
7,

30
0 

39
0,

80
0

41
0,

00
0

85
 

24
3,

90
0

29
2,

10
0 

33
9,

10
0

37
7,

70
0 

39
1,

00
0

41
0,

20
0

86
 

24
4,

50
0

29
2,

40
0 

33
9,

50
0

37
8,

20
0 

39
1,

30
0

87
 

24
5,

10
0

29
2,

70
0 

34
0,

00
0

37
8,

60
0 

39
1,

60
0

88
 

24
5,

60
0

29
3,

10
0 

34
0,

40
0

37
9,

00
0 

39
1,

80
0

89
 

24
6,

10
0

29
3,

40
0 

34
0,

70
0

37
9,

40
0 

39
2,

00
0

90
 

24
6,

60
0

29
3,

80
0 

34
1,

10
0

37
9,

90
0 

39
2,

30
0

91
 

24
6,

90
0

29
4,

10
0 

34
1,

60
0

38
0,

30
0 

39
2,

60
0

92
 

24
7,

30
0

29
4,

50
0 

34
2,

00
0

38
0,

70
0 

39
2,

80
0

93
 

24
7,

60
0

29
4,

70
0 

34
2,

20
0

38
1,

00
0 

39
3,

00
0

94
 

29
4,

90
0 

34
2,

60
0

 
95

 
29

5,
20

0 
34

3,
10

0
 

96
 

29
5,

60
0 

34
3,

50
0

 
97

 
29

5,
80

0 
34

3,
70

0
 

98
 

29
6,

10
0 

34
4,

10
0

 
99

 
29

6,
50

0 
34

4,
50

0
 

10
0 

29
6,

90
0 

34
4,

80
0

 
10

1 
29

7,
10

0 
34

5,
10

0
 

10
2 

29
7,

40
0 

34
5,

50
0

 
10

3 
29

7,
80

0 
34

5,
90

0
 

7



職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
-
 
7
 
-
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

10
4 

 
 2

99
,1

00
34

7,
30

0 
 

 
 

 
10

5 
 

 2
99

,3
00

34
7,

80
0 

 
 

 
 

10
6 

 
 2

99
,6

00
34

8,
20

0 
 

 
 

 
10

7 
 

 3
00

,0
00

34
8,

60
0 

 
 

 
 

10
8 

 
 3

00
,3

00
34

9,
00

0 
 

 
 

 
10

9 
 

 3
00

,5
00

34
9,

50
0 

 
 

 
 

11
0 

 
 3

00
,9

00
34

9,
90

0 
 

 
 

 
11

1 
 

 3
01

,3
00

35
0,

20
0 

 
 

 
 

11
2 

 
 3

01
,6

00
35

0,
50

0 
 

 
 

 
11

3 
 

 3
01

,8
00

35
1,

00
0 

 
 

 
 

11
4 

 
 3

02
,0

00
 

 
 

 
 

 
11

5 
 

 3
02

,3
00

 
 

 
 

 
 

11
6 

 
 3

02
,7

00
 

 
 

 
 

 
11

7 
 

 3
02

,9
00

 
 

 
 

 
 

11
8 

 
 3

03
,1

00
 

 
 

 
 

 
11

9 
 

 3
03

,4
00

 
 

 
 

 
 

12
0 

 
 3

03
,7

00
 

 
 

 
 

 
12

1 
 

 3
04

,1
00

 
 

 
 

 
 

12
2 

 
 3

04
,3

00
 

 
 

 
 

 
12

3 
 

 3
04

,6
00

 
 

 
 

 
 

12
4 

 
 3

04
,9

00
 

 
 

 
 

 
12

5 
 

 3
05

,2
00

 
 

 
 

 
 

定
年

前
再

任
用

短
時

 
基
準
給
料

月
額

 
基
準
給
料

月
額

 
基
準
給
料

月
額

 
基
準
給
料

月
額

 
基
準
給
料

月
額

 
基
準
給
料

月
額

 
 

円
 

円
円

 
円

円
 

円

 
18

8,
70

0 
21

6,
20

0
25

6,
20

0 
27

5,
60

0
29

0,
70

0 
31

6,
20

0

10
4 

29
8,

10
0 

34
6,

30
0

 
10

5 
29

8,
30

0 
34

6,
80

0
 

10
6 

29
8,

60
0 

34
7,

20
0

 
10

7 
29

9,
00

0 
34

7,
60

0
 

10
8 

29
9,

30
0 

34
8,

00
0

 
10

9 
29

9,
50

0 
34

8,
50

0
 

11
0 

29
9,

90
0 

34
8,

90
0

 
11

1 
30

0,
30

0 
34

9,
20

0
 

11
2 

30
0,

60
0 

34
9,

50
0

 
11

3 
30

0,
80

0 
35

0,
00

0
 

11
4 

30
1,

00
0 

 
11

5 
30

1,
30

0 
 

11
6 

30
1,

70
0 

 
11

7 
30

1,
90

0 
 

11
8 

30
2,

10
0 

 
11

9 
30

2,
40

0 
 

12
0 

30
2,

70
0 

 
12

1 
30

3,
10

0 
 

12
2 

30
3,

30
0 

 
12

3 
30

3,
60

0 
 

12
4 

30
3,

90
0 

 
12

5 
30

4,
20

0 
 

定
年

前
再

任
用

短
時

 
基
準
給
料

月
額

 
基
準
給
料

月
額

 
基
準
給
料

月
額

 
基
準
給
料

月
額

 
基
準
給
料

月
額

 
基
準
給
料

月
額

 
 

円
円

 
円

円
 

円
円

 
18

7,
70

0
21

5,
20

0 
25

5,
20

0
27

4,
60

0 
28

9,
70

0
31

5,
10

0

8



職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
-
 
8
 
-
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

間
勤

務
職

員
 

 

間
勤

務
職

員
 

 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
 

 

 

9



職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
-
 
1
 
-
 

（
令
和
６
年
第
１
回
定

例
会
１
月
会
議
）
 

【
議
案
第
１
号
 
参
考

資
料
】

 

職
員

の
給
与

等
に
関
す

る
条

例
新

旧
対
照
表

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

【
第
２
条
関
係
】
 

 

 
 

○
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
(
昭
和
3
3
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第
4
4
号
)
 

○
職
員
の
給
与
等
に
関
す

る
条
例
(
昭
和
3
3
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第
4
4
号
)
 

 
 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
 

 
(期

末
手
当

) 
(期

末
手
当

) 
第

18
条

 
（
略
）

 
第

18
条
 
（
略
）

 
2 

期
末
手
当
の
額
は

、
期
末
手

当
基
礎
額
に
、

10
0分

の
12

2.
5を

乗
じ
て
得
た
額

に
、
基
準

日
以

前
6箇

月
以
内
の
期

間
に

お
け
る

当
該
職
員
の

在
職

期
間
の

次
の

各
号
に
掲
げ
る
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す

る
。

 

2 
期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
、

10
0分

の
12

5を
乗
じ
て
得
た
額
に
、

基
準
日
以

前
6箇

月
以
内

の
期
間
に

お
け

る
当
該

職
員
の
在
職

期
間

の
次

の
各

号

に
掲
げ
る
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

 

(1
) 

6箇
月
 

10
0分

の
10

0 
(1

) 
6箇

月
 

10
0分

の
10

0 
(2

) 
5箇

月
以
上

6箇
月
未
満
 

10
0分

の
80

 
(2

) 
5箇

月
以
上

6箇
月
未
満

 
10

0分
の

80
 

(3
) 

3箇
月
以
上

5箇
月
未
満
 

10
0分

の
60

 
(3

) 
3箇

月
以
上

5箇
月
未
満

 
10

0分
の

60
 

(4
) 

3箇
月
未
満
 

10
0分

の
30

 
(4

) 
3箇

月
未
満
 

10
0分

の
30

 
3 

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
に

対
す

る
前

項
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て

は
、
同
項
中
「

10
0分

の
12

2.
5」

と
あ
る
の
は
「

10
0分

の
68

.7
5」

と
す
る
。

 
3 

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
に

対
す

る
前

項
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て

は
、
同
項
中
「

10
0分

の
12

5」
と
あ
る
の
は
「

10
0分

の
70

」
と
す
る
。

 
4～

6 
（
略
）

 
4～

6 
（
略
）

 
 

 

10



職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
-
 
2
 
-
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
 

 
(勤

勉
手
当

) 
(勤

勉
手
当

) 
第

19
条

 
（
略
）

 
第

19
条
 
（
略
）

 
2 

（
略
）

 
2 

（
略
）

 
(1

) 
前

項
の

職
員

の
う

ち
定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

以
外

の
職

員
 

当

該
職

員
の

勤
勉

手
当

基
礎

額
に

当
該

職
員

が
そ

れ
ぞ

れ
の

基
準

日
現

在
(退

職

し
、
又
は
死
亡

し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
。

次
項

に
お

い
て

同
じ

。
)に

お
い

て
受

け
る

べ
き

扶
養

手
当

の
月

額
及

び
こ

れ

に
対

す
る

地
域

手
当

の
月

額
の

合
計

額
を

加
算

し
た

額
に

10
0分

の
10

2.
5を

乗
じ
て
得
た
額

の
総
額

 

(1
) 

前
項

の
職

員
の

う
ち

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
以

外
の

職
員

 
当

該
職

員
の

勤
勉

手
当

基
礎

額
に

当
該

職
員

が
そ

れ
ぞ

れ
の

基
準

日
現

在
(退

職

し
、
又
は
死
亡

し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
。

次
項

に
お

い
て

同
じ

。
)に

お
い

て
受

け
る

べ
き

扶
養

手
当

の
月

額
及

び
こ

れ

に
対

す
る

地
域

手
当

の
月

額
の

合
計

額
を

加
算

し
た

額
に

10
0分

の
10

5を
乗

じ
て
得
た
額
の

総
額

 
(2

) 
前

項
の

職
員

の
う

ち
定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

 
当

該
定

年
前

再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
の

勤
勉

手
当

基
礎

額
に

10
0分

の
48

.7
5を

乗
じ

て
得

た
額
の
総
額

 

(2
) 

前
項

の
職

員
の

う
ち

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
 

当
該

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
の

勤
勉

手
当

基
礎

額
に

10
0分

の
50

を
乗

じ
て

得
た

額
の
総
額

 
3～

5 
（
略
）

 
3～

5 
（
略
）

 
 

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
 

 
（
附
 
則
 
省
 
略
）

 
（
附
 
則
 
省
 
略
）

 
 

 
 

 
 

 

 

11



会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

-
 
1
 
-
 

（
令
和
６
年
第
１
回
定

例
会
１
月
会
議
）
 

【
議
案
第
１
号
 
参
考

資
料
】
 

会
計

年
度
任

用
職
員
の

給
与

及
び

費
用
弁
償

に
関

す
る
条

例
新
旧

対
照

表
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

【
第
３
条
関
係
】

 
 ○
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

 

  ○
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

 
(令

和
元
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

39
号

) 
(令

和
元
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

39
号

) 
 

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
 

 
(期

末
手
当

) 
(期

末
手
当

) 
第

10
条
 

給
与
条

例
第

18
条

か
ら

第
18

条
の

3ま
で

の
規

定
は

、
任

期
が

6月
以

上

の
フ

ル
タ

イ
ム

会
計

年
度

任
用

職
員

に
つ

い
て

準
用

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、
給
与
条
例
第

18
条
第

2項
中
「

10
0分

の
12

5」
と
あ
る
の
は
「

10
0分

の
13

5」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

 

第
10

条
 

給
与
条

例
第

18
条

か
ら

第
18

条
の

3ま
で

の
規

定
は

、
任

期
が

6月
以

上

の
フ

ル
タ

イ
ム

会
計

年
度

任
用

職
員

に
つ

い
て

準
用

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、
給
与
条
例
第

18
条
第

2項
中
「

10
0分

の
12

0」
と
あ
る
の
は
「

10
0分

の
12

5」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

 
2・

3（
略
）

 
 

2・
3（

略
）
 

 
 

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
 

 
(期

末
手
当

) 
(期

末
手
当

) 
第

18
条
 

給
与
条

例
第

18
条

か
ら

第
18

条
の

3ま
で

の
規

定
は

、
任

期
が

6月
以

上

の
パ

ー
ト

タ
イ

ム
会

計
年

度
任

用
職

員
(1
週

間
当

た
り

の
勤

務
時

間
が

著
し

く

短
い

者
と

し
て

規
則

で
定

め
る

者
を

除
く

。
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

同
じ

。
)に

つ
い

て
準

用
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
給

与
条

例
第

18
条

第
2項

中
「

10
0

第
18

条
 

給
与
条

例
第

18
条

か
ら

第
18

条
の

3ま
で

の
規

定
は

、
任

期
が

6月
以

上

の
パ

ー
ト

タ
イ

ム
会

計
年

度
任

用
職

員
(1
週

間
当

た
り

の
勤

務
時

間
が

著
し

く

短
い

者
と

し
て

規
則

で
定

め
る

者
を

除
く

。
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

同
じ

。
)に

つ
い

て
準

用
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
給

与
条

例
第

18
条

第
2項

中
「

10
0

12



会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

-
 
2
 
-
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

分
の

12
5」

と
あ
る
の
は
「

10
0分

の
13

5」
と
、
給
与
条
例
第

18
条
第

4項
中
「
そ

れ
ぞ

れ
そ

の
基

準
日

現
在

(退
職

し
、

又
は

死
亡

し
た

職
員

に
あ

っ
て

は
、

退
職

し
、

又
は

死
亡

し
た

日
現

在
)に

お
い

て
、

職
員

が
受

け
る

べ
き

給
料

及
び

扶
養

手
当
の
月
額
並
び

に
こ
れ
ら
に
対
す
る
地
域
手
当
の
月
額
の
合
計
額
」
と
あ
る
の

は
、

「
そ

れ
ぞ

れ
そ

の
基

準
日

(退
職

し
、

又
は

死
亡

し
た

職
員

に
あ

っ
て

は
、

退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日

)以
前

6か
月
以
内
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用

職
員

と
し

て
の

在
職

期
間

に
お

け
る

報
酬

(フ
ル

タ
イ

ム
会

計
年

度
任

用
職

員
と

の
権
衡
を
考
慮
し

て
規
則
で
定
め
る
額
を
除
く
。

)の
1月

当
た
り
の
平
均
額
」
と

読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

 

分
の

12
0」

と
あ
る
の
は
「

10
0分

の
12

5」
と
、
給
与
条
例
第

18
条
第

4項
中
「
そ

れ
ぞ

れ
そ

の
基

準
日

現
在

(退
職

し
、

又
は

死
亡

し
た

職
員

に
あ

っ
て

は
、

退
職

し
、

又
は

死
亡

し
た

日
現

在
)に

お
い

て
、

職
員

が
受

け
る

べ
き

給
料

及
び

扶
養

手
当
の
月
額
並
び

に
こ
れ
ら
に
対
す
る
地
域
手
当
の
月
額
の
合
計
額
」
と
あ
る
の

は
、

「
そ

れ
ぞ

れ
そ

の
基

準
日

(退
職

し
、

又
は

死
亡

し
た

職
員

に
あ

っ
て

は
、

退
職
し
、
又
は
死

亡
し
た
日

)以
前

6か
月
以
内
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用

職
員

と
し

て
の

在
職

期
間

に
お

け
る

報
酬

(フ
ル

タ
イ

ム
会

計
年

度
任

用
職

員
と

の
権
衡
を
考
慮
し

て
規
則
で
定
め
る
額
を
除
く
。

)の
1月

当
た
り
の
平
均
額
」
と

読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

 
2・

3（
略
）

 
 

2・
3（

略
）
 

 
 

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
 

 
（
附
 
則
 
省
 
略
）

 
（
附
 
則
 
省
 
略
）

 
 

 
別
表
第

1(
第

4条
関
係

) 
別
表
第

1(
第

4条
関

係
) 

行
政
職
給
料
表

 
行
政
職
給
料
表

 
 

職
務

の
級

 
1級

 
2級

 

号
給

 
給
料
月
額

 
給
料
月
額

 
 

円
円

1 
16

2,
10

0
20

8,
00

0
2 

16
3,

20
0

20
9,

70
0

3 
16

4,
40

0
21

1,
40

0
4 

16
5,

50
0

21
2,

90
0

5 
16

6,
60

0
21

4,
40

0

 
職

務

の
級

 
1級

 
2級

 

号
給

 
給
料
月
額

 
給
料
月
額

 
 

円
円

1 
15

0,
10

0
19

8,
50

0
2 

15
1,

20
0

20
0,

30
0

3 
15

2,
40

0
20

2,
10

0
4 

15
3,

50
0

20
3,

90
0

5 
15

4,
60

0
20

5,
40

0

13



会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

-
 
3
 
-
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

6 
16

7,
70

0
21

6,
20

0
7 

16
8,

80
0

21
7,

90
0

8 
16

9,
90

0
21

9,
60

0
9 

17
0,

90
0

22
1,

10
0

10
 

17
2,

30
0

22
2,

60
0

11
 

17
3,

60
0

22
4,

10
0

12
 

17
4,

90
0

22
5,

60
0

13
 

17
6,

10
0

22
6,

80
0

14
 

17
7,

60
0

22
8,

20
0

15
 

17
9,

10
0

22
9,

60
0

16
 

18
0,

70
0

23
1,

00
0

17
 

18
1,

80
0

23
2,

40
0

18
 

18
3,

20
0

23
4,

00
0

19
 

18
4,

60
0

23
5,

50
0

20
 

18
6,

00
0

23
6,

90
0

21
 

18
7,

30
0

23
8,

10
0

22
 

18
9,

60
0

23
9,

70
0

23
 

19
1,

80
0

24
1,

20
0

24
 

19
4,

00
0

24
2,

60
0

25
 

19
6,

20
0

24
3,

60
0

 

6 
15

5,
70

0
20

7,
20

0
7 

15
6,

80
0

20
9,

00
0

8 
15

7,
90

0
21

0,
80

0
9 

15
8,

90
0

21
2,

40
0

10
 

16
0,

30
0

21
4,

20
0

11
 

16
1,

60
0

21
6,

00
0

12
 

16
2,

90
0

21
7,

80
0

13
 

16
4,

10
0

21
9,

20
0

14
 

16
5,

60
0

22
1,

00
0

15
 

16
7,

10
0

22
2,

70
0

16
 

16
8,

70
0

22
4,

50
0

17
 

16
9,

80
0

22
6,

10
0

18
 

17
1,

20
0

22
7,

80
0

19
 

17
2,

60
0

22
9,

40
0

20
 

17
4,

00
0

23
0,

90
0

21
 

17
5,

30
0

23
2,

20
0

22
 

17
7,

80
0

23
3,

80
0

23
 

18
0,

30
0

23
5,

40
0

24
 

18
2,

80
0

23
6,

90
0

25
 

18
5,

20
0

23
7,

90
0

 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）
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会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

-
 
1
 
-
 

（
令
和
６
年
第
１
回
定

例
会
１
月
会
議
）
 

【
議
案
第
１
号
 
参
考

資
料
】
 

会
計

年
度
任

用
職
員
の

給
与

及
び

費
用
弁
償
に

関
す
る
条

例
新
旧

対
照
表

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

【
第
４
条
関
係
】

 
 ○
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

 

  ○
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

 
(令

和
元
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

39
号

) 
(令

和
元
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

39
号

) 
 

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
 

 
(会

計
年
度
任
用
職
員
の
給
与

) 
(会

計
年
度
任
用
職
員
の
給
与

) 
第

3条
 
こ

の
条
例

に
お

い
て
「
給

与
」
と

は
、

フ
ル
タ
イ
ム

会
計

年
度
任

用
職
員

に
あ
っ
て
は
、
給

料
、
特

殊
勤
務
手
当
、
超
過
勤
務
手
当
、
宿
日
直
手
当
、
休

日

勤
務
手
当
、
期
末

手
当

、
勤
勉
手
当
、
通
勤
手
当
及
び
地
域
手
当
を
い
い
、
パ
ー

ト
タ
イ
ム
会
計
年

度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
報
酬
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当

を
い
う
。

 

第
3条

 
こ

の
条
例

に
お

い
て
「
給

与
」
と

は
、

フ
ル
タ
イ
ム

会
計

年
度
任

用
職
員

に
あ
っ
て
は
、
給
料
、
特

殊
勤
務
手
当
、
超
過
勤
務
手
当
、
宿
日
直
手
当
、
休

日

勤
務
手
当
、
期
末

手
当
、
通
勤
手
当
及
び
地
域
手
当
を
い
い
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会

計
年
度
任
用
職
員

に
あ
っ
て
は
、
報
酬

及
び
期
末
手
当
を
い
う
。

 

2・
3 

（
略
）

 
2・

3 
（
略
）

 
 

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
 

 
(期

末
手
当

) 
(期

末
手
当

) 
第

10
条
 

給
与
条

例
第

18
条

か
ら

第
18

条
の

3ま
で

の
規

定
は

、
任

期
が

6月
以

上

の
フ
ル
タ
イ
ム
会

計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

 
第

10
条
 

給
与
条

例
第

18
条

か
ら

第
18

条
の

3ま
で

の
規

定
は

、
任

期
が

6月
以

上

の
フ

ル
タ

イ
ム

会
計

年
度

任
用

職
員

に
つ

い
て

準
用

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、
給
与
条
例
第

18
条
第

2項
中
「

10
0分

の
12

5」
と
あ
る
の
は
「

10
0分

の
13

15



会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

-
 
2
 
-
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

5」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

 
2・

3（
略
）

 
 

2・
3（

略
）
 

 
 

 
(勤

勉
手
当

) 
(新

規
) 

第
10

条
の

2 
給

与
条

例
第

19
条

の
規

定
は

、
任

期
が

6月
以

上
の

フ
ル

タ
イ

ム
会

計
年
度
任
用
職
員

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

 
 

2 
前

条
第

2項
及

び
第

3項
の

規
定

は
、

前
項

に
お

い
て

準
用

す
る

給
与

条
例

第
19

条
の
規
定
に
よ
る

勤
勉
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

 
 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
 

 
(期

末
手
当

) 
(期

末
手
当

) 
第

18
条
 

給
与
条

例
第

18
条

か
ら

第
18

条
の

3ま
で

の
規

定
は

、
任

期
が

6月
以

上

の
パ

ー
ト

タ
イ

ム
会

計
年

度
任

用
職

員
(1
週

間
当

た
り

の
勤

務
時

間
が

著
し

く

短
い
者
と

し
て

規
則
で

定
め

る
者
を

除
く

。
以
下

こ
の
条

及
び

次
条

第
1項

に
お

い
て

同
じ

。
)に

つ
い
て
準

用
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
給
与

条
例
第

18
条

第
4項

中
「
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現
在

(退
職

し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
っ

て
は

、
退

職
し

、
又

は
死

亡
し

た
日

現
在

)に
お

い
て

、
職

員
が

受
け

る
べ

き
給

料
及

び
扶

養
手

当
の

月
額

並
び

に
こ

れ
ら

に
対

す
る

地
域

手
当

の
月

額
の

合
計

額
」

と
あ

る
の

は
、

「
そ

れ
ぞ

れ
そ

の
基

準
日

(退
職

し
、

又
は

死
亡

し
た

職
員

に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日

)以
前

6か
月
以
内
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム

会
計

年
度

任
用

職
員

と
し

て
の

在
職

期
間

に
お

け
る

報
酬

(フ
ル

タ
イ

ム
会

計
年

度
任
用
職
員
と
の

権
衡
を
考
慮
し
て
規
則
で
定
め
る
額
を
除
く
。

)の
1月

当
た
り

の
平
均
額
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

 

第
18

条
 

給
与
条

例
第

18
条

か
ら

第
18

条
の

3ま
で

の
規

定
は

、
任

期
が

6月
以

上

の
パ

ー
ト

タ
イ

ム
会

計
年

度
任

用
職

員
(1
週

間
当

た
り

の
勤

務
時

間
が

著
し

く

短
い

者
と

し
て

規
則

で
定

め
る

者
を

除
く

。
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

同
じ

。
)に

つ
い

て
準

用
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
給

与
条

例
第

18
条

第
2項

中
「

10
0

分
の

12
5」

と
あ
る
の
は
「

10
0分

の
13

5」
と
、
給
与
条
例
第

18
条
第

4項
中
「
そ

れ
ぞ

れ
そ

の
基

準
日

現
在

(退
職

し
、

又
は

死
亡

し
た

職
員

に
あ

っ
て

は
、

退
職

し
、

又
は

死
亡

し
た

日
現

在
)に

お
い

て
、

職
員

が
受

け
る

べ
き

給
料

及
び

扶
養

手
当
の
月
額
並
び

に
こ
れ
ら
に
対
す
る
地
域
手
当
の
月
額
の
合
計
額
」
と

あ
る
の

は
、

「
そ

れ
ぞ

れ
そ

の
基

準
日

(退
職

し
、

又
は

死
亡

し
た

職
員

に
あ

っ
て

は
、

退
職
し
、
又
は
死

亡
し
た
日

)以
前

6か
月
以
内
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用

職
員

と
し

て
の

在
職

期
間

に
お

け
る

報
酬

(フ
ル

タ
イ

ム
会

計
年

度
任

用
職

員
と

の
権
衡
を
考
慮
し

て
規
則
で
定
め
る
額
を
除
く
。

)の
1月

当
た
り
の
平
均
額
」
と

読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

 
2・

3（
略
）

 
 

2・
3（

略
）
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会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

-
 
3
 
-
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

 
 

(勤
勉
手
当

) 
(新

設
) 

第
18

条
の

2 
給
与
条
例
第

19
条
の
規
定
は
、
任
期
が

6月
以
上
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会

計
年

度
任
用

職
員

に
つ
い
て

準
用

す
る

。
こ

の
場
合
に

お
い

て
、

同
条

第
3項

中

「
そ

れ
ぞ

れ
の

基
準

日
現

在
に

お
い

て
職

員
が

受
け

る
べ

き
給

料
の

月
額

及
び

こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
の
月
額
の
合
計
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
そ
れ
ぞ
れ
そ
の

基
準
日
（
退
職
し

、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し

た
日
）
以
前
６
月
以
内
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
の
在
職
期

間
に
お
け
る
報
酬
（
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
と
の
権
衡
を
考
慮
し
て
規

則
で
定
め
る
額
を
除
く
。
）
の
１
月
当
た
り
の
平
均
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

 

 

2 
 前

条
第

2項
及
び
第

3項
の
規
定
は
、
前
項
に
お
い

て
準
用
す
る
給
与
条
例
第

19
条
の
規
定
に
よ
る
勤
勉
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

 
 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
 

 
（
附
 
則
 
省
 
略
）

 
（
附
 
則
 
省
 
略
）
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職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
-
 
1
 
-
 

（
令
和
６
年
第
１
回
定

例
会
１
月
会
議
）
 

【
議
案
第
１
号
 
参
考

資
料
】
 

職
員

の
育
児

休
業
等
に

関
す

る
条

例
新
旧
対
照

表
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

【
附
則
第
４
項
関
係
】

 
 

 
 

○
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

19
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

40
号
）

 
○
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例

（
平
成

19
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

40
号
）

 
 

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
 

 
(育

児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
の
期
末
手
当
等
の
支
給

) 
(育

児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
の
期
末
手
当
等
の
支
給

) 
第

7条
 
（
略
）

 
第

7条
 
（
略
）

 
2 

職
員

の
給

与
等

に
関

す
る

条
例

第
19

条
第

1項
に

規
定

す
る

そ
れ

ぞ
れ

の
基

準

日
に
育
児

休
業

を
し
て

い
る

職
員
の

う
ち

、
基
準

日
以
前

6箇
月

以
内
の

期
間

に

お
い
て
勤
務
し
た

期
間
が
あ
る
職
員
に
は
、
当
該
基
準
日
に
係
る
勤
勉
手
当
を
支

給
す
る
。

 

2 
職

員
の

給
与

等
に

関
す

る
条

例
第

19
条

第
1項

に
規

定
す

る
そ

れ
ぞ

れ
の

基
準

日
に

育
児

休
業

を
し

て
い

る
職

員
(地

方
公

務
員

法
(昭

和
25

年
法

律
第

26
1号

)
第

22
条
の

2第
1項

に
規

定
す
る
会

計
年
度

任
用
職

員
(以

下
「
会

計
年
度

任
用
職

員
」

と
い

う
。

)を
除

く
。

)の
う

ち
、

基
準

日
以

前
6箇

月
以

内
の

期
間

に
お

い

て
勤
務
し
た
期
間

が
あ
る
職
員
に
は
、
当
該
基
準
日
に
係
る
勤
勉
手
当
を
支
給
す

る
。

 
(育

児
休
業
を
し
た
職
員
の
職
務
復
帰
後
に
お
け
る
号
給
の
調
整

) 
(育

児
休
業
を
し
た
職
員
の
職
務
復
帰
後
に
お
け
る
号
給
の
調
整

) 
第

8条
 
育
児
休
業
を

し
た
職
員

(地
方
公
務
員
法

(昭
和

25
年
法
律
第

26
1号

)第
22

 
 
条
の

2第
1項

に
規

定
す
る
会
計
年
度
任

用
職
員

(以
下
「
会
計
年
度
任
用
職
員
」

 
と
い
う
。

)を
除
く

。
)が

職
務
に
復
帰
し
た
場
合
に
お
い
て
、
他
の
職
員
と
の
均

衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
育
児
休
業
の
期
間
を

10
0分

の

10
0以

下
の
換
算
率
に
よ
り
換
算
し
て
得
た
期
間
を
引
き
続
き
勤
務
し
た
も
の
と

み
な
し
て
、
そ
の
職
務
に
復
帰
し
た
日
及
び
そ
の
日
後
に
お
け
る
最
初
の
職
員
の

昇
給
を
行
う
日
の
い
ず
れ
か
に
、
そ
の
者
の
号
給
を
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

第
8条

 
育
児
休
業
を
し
た
職
員
が
職
務
に
復
帰
し
た
場
合
に
お
い
て
、
他
の
職
員

 
 
と
の
均
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
育
児
休
業
の
期
間
を

 
 

10
0分

の
10

0以
下
の
換
算
率
に
よ
り
換
算

し
て
得
た
期
間
を
引
き
続
き
勤
務
し

 
 
た
も
の
と
み
な
し
て
、
そ
の
職
務
に
復
帰
し
た
日
及
び
そ
の
日
後
に
お
け
る
最
初

 
 
の
職
員
の
昇
給
を
行
う
日
の
い
ず
れ
か
に
、
そ
の
者
の
号
給
を
調
整
す
る
こ
と
が

 
で
き
る
。
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職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
-
 
2
 
-
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）
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か
つ
ら
ぎ
町
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例

 

（
令
和
６
年
第
１
回
定

例
会
１
月
会
議
）
 

【
議
案
第
１
号
 
参
考

資
料
】
 

か
つ

ら
ぎ
町

企
業
職
員

の
給

与
の

種
類
及
び
基

準
に
関
す

る
条
例

新
旧
対
照

表
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

【
附
則
第
５
項
関
係
】

 
 

 
 

○
か
つ
ら
ぎ
町
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例

 
○
か
つ
ら
ぎ
町
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例

 
(平

成
28

年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

13
号

) 
(平

成
28

年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

13
号

) 
 

 
(省

 
 
 
 
 
略

) 
(省

 
 
 
 
 
略

) 
 

 
(会

計
年
度
任
用
職
員
の
給
与

) 
(会

計
年
度
任
用
職
員
の
給
与

) 
第

21
条

 
地

方
公

務
員

法
第

22
条

の
2第

1項
第

1号
に

掲
げ

る
職

員
の

給
与

の
種

類
は
、
給
料
、
特
殊
勤
務

手
当
、
超
過
勤
務
手
当
、
休
日
勤
務
手
当
、
通
勤
手
当
、

宿
日

直
手

当
、

期
末

手
当

及
び

勤
勉

手
当

と
し

、
第

4条
か

ら
第

6条
、

第
12

条

及
び
第

15
条
の
規

定
は
適
用
し
な
い
。

 

第
21

条
 

地
方

公
務

員
法

第
22

条
の

2第
1項

第
1号

に
掲

げ
る

職
員

の
給

与
の

種

類
は
、
給
料
、
特
殊
勤
務

手
当
、
超
過
勤
務
手
当
、
休
日
勤
務
手
当
、
通
勤
手
当
、

宿
日

直
手

当
及

び
期

末
手

当
と

し
、

第
4条

か
ら

第
6条

、
第

12
条

、
第

14
条
及

び
第

15
条
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

 
2 

地
方

公
務

員
法

第
22

条
の

2第
1項

第
2号

に
掲
げ

る
職

員
の

給
与

の
種

類
は

、

給
料
、
特
殊
勤

務
手
当
、
超
過
勤
務
手
当
、
休
日
勤
務
手
当
、
通
勤
手
当
、
宿

日

直
手
当
、

期
末

手
当

、
勤

勉
手
当

、
退
職

手
当
及

び
地
域
手
当

と
し

、
第

4条
か

ら
第

6条
及
び
第

12
条
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

 

2 
地

方
公

務
員

法
第

22
条

の
2第

1項
第

2号
に

掲
げ

る
職

員
の

給
与

の
種

類
は

、

給
料
、
特
殊
勤
務
手
当
、
超
過
勤

務
手
当
、
休
日
勤
務
手
当
、
通
勤
手
当
、
宿

日

直
手
当
、
期
末
手

当
、
退
職
手
当
及
び
地
域
手
当
と
し
、
第

4条
か
ら
第

6条
、
第

12
条
及
び
第

14
条
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

 
3 

(略
) 

 
3 

(略
) 

 
 

(省
 
 
 
 
 
略

) 
(省

 
 
 
 
 
略

) 
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議 案 参 考 資 料 担当課（室）係

（令和６年第１回定例会１月会議） 住民福祉課　住民係

　　地方公共団体の手数料の標準に関する政令（平成１２年政令第１６号）の一部を改正

１．議案名

議案第２号　かつらぎ町使用料、手数料、督促及び延滞金条例の一部を改正する条例制
定について

２．背景・経過

３．趣旨・目的

別表第２において手数料を追加します。

　　　届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料    ３５０円

する政令の施行に伴い、条例改正を行おうとするものです。

４．概要

　（施行期日：令和６年３月１日）

　　　届書等情報の内容の証明交付手数料　　　　　　　３５０円

　　　除籍謄本の広域交付手数料　　　　　          　７５０円

　　　戸籍謄本の広域交付手数料　　　　          　　４５０円

　戸籍謄本等の広域交付請求（自らや父母等の戸籍について、本籍地以外の市区町村の

かる標準額が示されましたので、本条例において手数料を定めるものです。

　これに伴い地方公共団体の手数料の標準に関する政令において、広域交付手数料にか

窓口で、戸籍謄本等の交付請求をすること）ができるようになります。
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か
つ
ら
ぎ
町
使
用
料
、
手
数
料
、
督
促
及
び
延
滞
金
条
例

-
 
1
 
-
 

（
令
和
６
年
第
１
回
定

例
会
１
月
会
議
）
 

【
議
案
第
２
号
 
参
考

資
料
】
 

か
つ
ら

ぎ
町

使
用
料
、

手
数

料
、

督
促
及
び
延

滞
金
条
例

新
旧
対

照
表

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

○
か
つ

ら
ぎ
町
使
用
料
、
手
数
料
、
督
促
及
び
延
滞
金
条
例

 
○
か
つ
ら
ぎ
町
使
用
料
、
手
数
料
、
督
促
及
び
延
滞
金
条
例

 
（
昭
和

33
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

33
号
）

 
（
昭
和

33
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

33
号
）

 
 

 
（
省
 
 
 
 
 

略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
 

 
別
表
第

2(
第

2条
関
係

) 
別
表
第

2(
第

2条
関
係

) 
1 

戸
籍
法

(昭
和

22
年
法
律
第

22
4号

)第
10

条
第

1項
、
第

10
条
の

2第
1項

か
ら

第
5項

ま
で

若
し

く
は

第
12

6条
の

規
定

に
基

づ
く

戸
籍

の
謄

本
若

し
く

は
抄

本
の
交
付
又
は
同
法
第

12
0条

第
1項

、
第

12
0条

の
2第

1項
若
し
く
は
第

12
6

条
の
規
定
に
基
づ
く
戸
籍
証
明
書
の
交
付
手
数
料
 

1通
に
つ
き
 

45
0円

 

1 
戸
籍
法

(昭
和

22
年
法
律
第

22
4号

)第
10

条
第

1項
、
第

10
条
の

2第
1項

か
ら

第
5項

ま
で

若
し

く
は

第
12

6条
の

規
定

に
基

づ
く

戸
籍

の
謄

本
若

し
く

は
抄

本
の

交
付

又
は

同
法

第
12

0条
第

1項
若

し
く

は
第

12
6条

の
規

定
に

基
づ

く

磁
気

デ
ィ

ス
ク

を
も

っ
て

調
製

さ
れ

た
戸

籍
に

記
録

さ
れ

て
い

る
事

項
の

全

部
若
し
く
は

一
部
を
証
明
し
た
書
面
の
交
付
手
数
料
 

1通
に
つ
き
 

45
0円

 
2（

略
）

 
2（

略
）

 
3 

戸
籍

法
第

12
条
の

2に
お

い
て
準

用
す
る

同
法
第

10
条
第

1項
若

し
く

は
第

1
0条

の
2第

1項
か

ら
第

5項
ま

で
の

規
定

若
し

く
は

同
法

第
12

6条
の

規
定

に

基
づ

く
除

か
れ

た
戸

籍
の

謄
本

若
し

く
は

抄
本

の
交

付
又

は
同

法
第

12
0条

第
1項

、
第

12
0条

の
2第

1項
若
し
く
は
第

12
6条

の
規
定
に
基
づ
く
除
籍
証
明

書
の
交
付
手
数
料
 

1通
に
つ
き
 

75
0円

 

3 
戸
籍

法
第

12
条
の

2に
お

い
て
準

用
す
る

同
法
第

10
条
第

1項
若

し
く

は
第

1
0条

の
2第

1項
か

ら
第

5項
ま

で
の

規
定

若
し

く
は

同
法

第
12

6条
の

規
定

に

基
づ

く
除

か
れ

た
戸

籍
の

謄
本

若
し

く
は

抄
本

の
交

付
又

は
同

法
第

12
0条

第
1項

若
し

く
は

第
12

6条
の

規
定

に
基

づ
く

磁
気

デ
ィ

ス
ク

を
も

っ
て

調
製

さ
れ

た
除

か
れ

た
戸

籍
に

記
録

さ
れ

て
い

る
事

項
の

全
部

若
し

く
は

一
部

を

証
明
し
た
書

面
の
交
付
手
数
料
 

1通
に
つ
き
 

75
0円

 
4（

略
）

 
4（

略
）

 
5 

戸
籍
法
第

48
条
第

1項
(同

法
第

11
7条

に
お
い

て
準
用
す

る
場
合
を

含
む

。
)

の
規
定
に

基
づ

く
届
出

若
し
く
は
申

請
の

受
理
の

証
明
書

の
交

付
、

同
法
第

4
8条

第
2項

(同
法

第
11

7条
に

お
い

て
準

用
す
る

場
合
を

含
む

。
)若

し
く
は

第

5 
戸
籍
法
第

48
条
第

1項
(同

法
第

11
7条

に
お
い

て
準
用
す

る
場
合
を

含
む

。
)

の
規

定
に

基
づ

く
届

出
若

し
く

は
申

請
の

受
理

の
証

明
書

又
は

同
法

第
48

条

第
2項

(同
法
第

11
7条

に
お
い
て
準

用
す
る

場
合
を

含
む
。

)若
し

く
は
第

12
6
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か
つ
ら
ぎ
町
使
用
料
、
手
数
料
、
督
促
及
び
延
滞
金
条
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（令和６年第１回定例会１月会議） 

【議案第３号 参考資料】 

 

（１） 事業概要 

町内農家が生産した玄米を金芽米（きんめまい）に精米加工し、年間を通して町立

小学校及び中学校における学校給食での主食として提供します。この事業を通じて、

地産地消の推進と学校給食を生きた教材とした食育を推進します。 

令和 6 年度の対象者は、町立小学校及び中学校の児童生徒及び教職員約 1,180 名で

す。 

 

〇金芽米について 

金芽米は、独自の精米技術で、胚

芽の舌触りの良くない部分を除い

た胚芽の基底部「金芽（きんめ）」

と、お米の栄養と旨み成分が含まれ

る「亜糊粉層（あこふんそう）」を

残した、とても美味しい無洗米で

す。 

（出典）東洋ライス株式会社ホームページより

https://www.toyo-rice.jp/brand/kinmemai/ 

「金芽米」は東洋ライス株式会社の登録商標です。 

（２） 実施時期 

令和 6 年 4 月から（令和 6 年 2 月から 3 月までを試行期間） 

 

（３） 現状と変更点 

① 学校給食における米調達 

 

② 費用 

  ア）これまで 精米に係る費用は 1 ㎏あたり 45 円(消費税込) 

  イ）R6.4 から 精米加工等(金芽米)に係る委託費用 1 ㎏あたり 84.7 円(消費税込) 
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（４） 導入による効果 

① 金芽米は精白米に比べて、食物繊維やビタミン B1 が多いことが特徴です。食物

繊維には腸内を刺激して排便を促す効果があり、ビタミン B1 には疲労回復や

筋肉痛の予防にもつながることから、児童生徒の健康維持に効果があります。 

② 無洗米であるため炊飯時における調理工程（洗米作業）を省略できます。 

 異物混入を防ぐことができる。 

 海洋汚染（赤潮の発生）につながる米のとぎ汁がでない。 

 洗米作業を省略することで水の使用量が減る。 

③ 町内農家から玄米を購入可能。 

 金芽米精米加工は品種や産地を問わないので、大型の精米機や色別機能の

ついた精米機を有していない小規模の町内農家からも玄米を購入するこ

とが可能となります。学校給食を通じて、町内農家と児童生徒のつながり

を生むことができます。 

 町内農家が生産した玄米を年間通じて使用するため、学校給食における地

場産物の使用割合が上昇することが見込めます。 

 

（５） 導入状況 

 大阪府泉大津市、大阪府田尻町、和歌山県すさみ町 他 

 

（６） 債務負担行為額 

〇積算 

 ア）委託料 

84.7 円／玄米 1㎏当たり（消費税込、精米加工費等含む） 

 イ）学校給食での年間使用量 

19,855 ㎏（104.5 ㎏×190 日） 

 ウ）年間費用額 

84.7 円×19,855 ㎏＝1,682 千円 

（参考）これまでの精米加工費用：45 円×19,855 ㎏＝894 千円 
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